仕様書「公園設備（鉄棒等）修繕業務（川島公園他）」
１　業務名
　　公園設備（鉄棒等）修繕業務（川島公園他）
２　業務の目的
1 川島公園の鉄棒について、利用者の安全性の確保のために、修繕を図るも
のである。また、同公園のシーソーについても、同様の理由により、修繕を図るものである。
2 神ケ谷公園の２連ブランコについて、利用者の安全性・利便性の回復のた
め、修繕を図るものである。
3 樫原東公園の２連ブランコについて、利用者の安全性・利便性の回復のた
め、修繕を図るものである。
３　履行期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで
４　履行場所
　　川島公園他　京都市西京区川島有栖川町８６－６他地内

1 川島公園（京都市西京区川島有栖川町８６－６）
2 神ケ谷公園（京都市西京区松尾神ケ谷町１１－７）
3 樫原東公園（京都市西京区樫原口戸１－５８）
５　業務範囲

「箇所図」、「現況写真」、「構造図」別紙
６　業務内容
1 既設鉄棒を撤去後（基礎部含む）、鉄棒（株式会社コトブキ製　２連低鉄
棒（CP-00616）と同等品以上を設置すること。
また、既設シーソーを撤去後（基礎部含む）、シーソー（株式会社タカオ製　アップダウンシーソー（PG33-SE008）と同等品以上を設置すること。
なお、遊具設置に当たっては、山砂舗装にて復旧後、十分に転圧を行うこと。
2 ブランコ座板（計２基）を取り外し、ブランコ座板（計２基）の交換を行
うこと（座板は本市から支給）。

※設置に当たっては、ブランコ下の山砂の転圧を十分に行うこと。
3 ブランコ座板（２基）を取り外し、ブランコ座板（２基）の交換を行うこ
と（座板は本市から支給）。

※設置に当たっては、ブランコ下の山砂の転圧を十分に行うこと。
７　支払条件
　　業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
